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11

条
例
、
規
則
等
の
取
扱
い

条
例
、
規
則
等
の
制
定
に
当
た
っ
て
は
、
合
併
協
議
会
で

協
議
、
承
認
さ
れ
た
各
種
事
務
事
業
等
の
調
整
方
針
に
基
づ

き
、
次
の
区
分
に
よ
り
整
備
す
る
。

(

1)

合
併
と
同
時
に
即
時
制
定
し
施
行
さ
せ
る
も
の

(

2)

合
併
後
、
逐
次
制
定
し
施
行
す
る
も
の

(

3)

暫
定
措
置
と
し
て
一
定
の
地
域
に
施
行
す
る
も
の

12

事
務
機
構
及
び
組
織
の
取
扱
い

(

1)

現
在
の
園
部
町
、
八
木
町
、
日
吉
町
及
び
美
山
町
の

庁
舎
並
び
に
関
係
施
設
を
有
効
活
用
し
た
組
織
・
機
構
と
し
、

住
民
サ
ー
ビ
ス
が
低
下
し
な
い
よ
う
十
分
配
慮
す
る
。

(

2)

新
市
の
組
織
・
機
構
に
つ
い
て
は
、「
新
市
に
お
け
る

組
織
・
機
構
の
整
備
方
針
」
に
基
づ
き
整
備
す
る
。

〈
新
市
に
お
け
る
組
織
・
機
構
の
整
備
方
針
〉

新
市
に
お
け
る
事
務
組
織
・
行
政
機
構
に
つ
い
て
は
、
従

前
の
各
町
に
支
所
を
配
す
る
こ
と
と
す
る
が
、
合
併
の
主
旨

を
踏
ま
え
、
合
併
の
効
果
を
最
大
限
に
活
か
す
た
め
に
は
、

で
き
る
限
り
組
織
・
機
構
の
効
率
化
、
合
理
化
を
進
め
る
必

要
が
あ
る
。
こ
の
た
め
、
合
併
時
に
お
け
る
組
織
・
機
構
に

つ
い
て
は
、
次
の
事
項
を
基
本
と
し
て
整
備
す
る
も
の
と
す

る
。

漓

市
民
が
親
し
み
や
す
く
利
用
し
や
す
く
、
市
民
の
声
を

適
正
に
反
映
す
る
こ
と
が
で
き
る
組
織
・
機
構

滷

地
域
振
興
を
支
援
で
き
る
組
織
・
機
構

澆

行
政
課
題
に
迅
速
か
つ
的
確
に

対
応
で
き
る
組
織
・
機
構

潺

簡
素
で
効
率
的
な
組
織
・
機
構

潸

責
任
の
所
在
が
明
確
な
組
織
・
機
構

澁
　
新
市
建
設
計
画
を
円
滑
に
遂
行
で
き
る
組
織
・
機
構

澀
　
緊
急
時
に
即
応
で
き
る
組
織
・
機
構

(

3)

新
市
に
お
け
る
教
育
委
員
会
委
員
は
５
人
と
し
、
監

査
委
員
は
2
人
と
す
る
。

(

4)

行
政
委
員
会
に
つ
い
て
は
、
法
の
定
め
る
と
こ
ろ
に

よ
り
、
選
挙
管
理
委
員
会
、
公
平
委
員
会
、
農
業
委
員
会
、

固
定
資
産
評
価
審
査
委
員
会
を
設
置
す
る
。

13

一
部
事
務
組
合
等
の
取
扱
い

(

1)

京
都
中
部
広
域
消
防
組
合
、
船
井
郡
衛
生
管
理
組
合
、

国
民
健
康
保
険
南
丹
病
院
組
合
、
京
都
中
部
地
区
広
域
市
町

村
圏
協
議
会
、
京
都
府
市
町
村
退
職
手
当
組
合
、
京
都
府
市

町
村
交
通
災
害
共
済
組
合
、
京
都
府
町
村
議
会
議
員
公
務
災

害
補
償
等
組
合
、
京
都
府
自
治
会
館
管
理
組
合
及
び
京
都
府

住
宅
新
築
資
金
等
貸
付
事
業
管
理
組
合
に
つ
い
て
は
、
合
併

の
前
日
を
も
っ
て
脱
退
し
、
新
市
に
お
い
て
加
入
す
る
。

(

2)

船
井
・
北
桑
田
地
区
土
地
開
発
公
社
及
び
亀
岡
市
・

園
部
町
財
産
区
組
合
に
つ
い
て
は
、
現
行
の
ま
ま
新
市
に
継

承
す
る
。

14

使
用
料
及
び
手
数
料
等
の
取
扱
い

使
用
料
及
び
手
数
料
等
の
取
扱
い
に
つ
い
て
は
、
各
調
整

項
目
の
調
整
結
果
に
基
づ
く
も
の
と
す
る
。

15

公
共
的
団
体
等
の
取
扱
い

公
共
的
団
体
等
の
取
扱
い
に
つ
い
て
は
、
各
調
整
項
目
の

調
整
結
果
に
基
づ
く
も
の
と
す
る
。

16

各
種
団
体
へ
の
補
助
金
、
交
付
金
等
の
取
扱
い

(

1)

各
種
団
体
へ
の
補
助
金
、
交
付
金
等
の
取
扱
い
に
つ

い
て
は
、
各
調
整
項
目
の
調
整
結
果
に
基
づ
く
も
の
と
す
る
。

(

2)

法
令
外
負
担
金
に
つ
い
て
は
、
基
本
的
に
支
出
し
な

い
こ
と
と
す
る
。
た
だ
し
、
政
策
並
び
に
組
織
運
営
上
必
要

な
負
担
金
に
つ
い
て
は
、
新
市
に
お
い
て
も
支
出
す
る
。

(

3)

同
一
あ
る
い
は
同
種
の
補
助
金
に
つ
い
て
は
、
関
係

団
体
の
理
解
と
協
力
を
得
て
一
元
化
へ
向
け
た
調
整
を
行
う
。

17

町
、
字
の
区
域
及
び
名
称
の
取
扱
い

現
町
名
を
4
町
と
も
残
し
、
町
名
、
字
名
、
小
字
名
は
現

状
の
ま
ま
新
市
へ
継
承
す
る
。
た
だ
し
、
住
居
表
示
上
の

「
大
字
」、「
字
」、「
小
字
」
の
表
記
は
し
な
い
も
の
と
す
る
。

18

町
の
慣
行
の
取
扱
い

(

1)

新
市
の
市
章
に
つ
い
て
は
、
新
市
発
足
時
ま
で
に
決

定
す
る
。

(

2)

市
民
憲
章
及
び
市
の
木
、
花
、
鳥
等
に
つ
い
て
は
、

新
市
に
お
い
て
決
定
す
る
。

19

各
種
事
務
事
業
の
取
扱
い

19-

1

自
治
会
、
行
政
連
絡
機
構
の
取
扱
い

(

1)

自
治
会
組
織
に
つ
い
て
は
、
現
行
の
ま
ま
新
市
に
移

行
す
る
。

(

2)

行
政
連
絡
機
構
に
つ
い
て
は
、
新
市
発
足
時
に
新
た

な
組
織
を
設
置
す
る
。

(

3)

地
縁
団
体
に
つ
い
て
は
、
現
行
の
ま
ま
新
市
に
継
承

す
る
。

(

4)

地
域
振
興
会
に
つ
い
て
は
、
新
市
に
お
い
て
継
続
す

る
。

19-

2
情
報
公
開
の
取
扱
い

情
報
公
開
及
び
個
人
情
報
保
護
に
つ
い
て
は
、
合
併
時
に

規
定
す
べ
き
条
項
を
調
整
し
、
条
例
を
制
定
す
る
。

19-

3
男
女
共
同
参
画
の
取
扱
い

新
市
に
お
い
て
、
推
進
組
織
を
設
置
す
る
と
と
も
に
、
市

民
の
計
画
策
定
組
織
を
設
置
し
て
早
期
に
新
プ
ラ
ン
を
策
定

し
、
推
進
に
努
め
る
。

19-

4
人
権
啓
発
の
取
扱
い

(

1)

人
権
啓
発
事
業
に
つ
い
て
は
、
新
市
に
お
い
て
、
啓

発
推
進
組
織
の
一
元
化
を
図
り
、
計
画
的
な
人
権
啓
発
事
業

を
推
進
す
る
。

(

2)

隣
保
館
等
新
市
の
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
施
設
と
位
置
付
け

る
施
設
は
、
各
施
設
の
事
情
を
尊
重
し
な
が
ら
新
市
に
継
承

し
、
地
元
要
望
等
に
よ
り
、
払
い
下
げ
可
能
な
施
設
に
つ
い

て
は
、
新
市
移
行
時
ま
で
に
各
町
に
お
い
て
移
管
す
る
。

19-

5
広
聴
広
報
の
取
扱
い

(

1)

新
市
の
広
報
誌
及
び
お
知
ら
せ
に
つ
い
て
は
、
新
市

で
一
元
化
し
て
発
行
す
る
。
な
お
、
発
行
回
数
は
、
広
報
誌

は
月
1
回
程
度
、
お
知
ら
せ
は
月
2
回
程
度
と
す
る
。

(

2)

新
市
の
広
聴
会
に
つ
い
て
は
、
必
要
に
応
じ
開
催
し
、
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イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
な
ど
を
活
用
し
た
意
見
の
聴
取
、
住
民
の

行
政
参
加
を
促
す
環
境
整
備
を
図
る
。

(
3)
有
線
放
送
及
び
共
同
テ
レ
ビ
（
Ｃ
Ａ
Ｔ
Ｖ
含
む
）
の

現
行
施
設
に
つ
い
て
は
、
新
市
に
継
承
す
る
。
な
お
、
合
併

後
、
Ｃ
Ａ
Ｔ
Ｖ
機
能
の
整
備
を
含
め
た
高
度
な
広
域
情
報
通

信
網
を
整
備
す
る
。

19-

6
消
防
団
の
取
扱
い

(

1)

消
防
団
の
組
織
に
つ
い
て
は
、
合
併
期
日
ま
で
現
行

ど
お
り
と
し
、
新
市
発
足
を
も
っ
て
1
消
防
団
に
再
編
す
る
。

ま
た
、
分
団
等
の
組
織
は
、
当
面
現
行
ど
お
り
と
し
、
新
市

に
お
い
て
新
た
に
作
成
す
る
消
防
計
画
に
基
づ
き
調
整
す
る
。

(

2)

現
団
員
は
、
そ
の
ま
ま
新
市
に
引
き
継
ぎ
、
現
団
員

数
を
基
本
と
し
て
条
例
定
数
を
1
、
7
0
0
人
以
内
と
す
る
。

な
お
、
任
用
の
取
扱
い
に
つ
い
て
は
、
合
併
期
日
ま
で
に
調

整
し
、
新
市
に
お
い
て
適
用
す
る
。

(

3)

現
有
の
機
械
器
具
に
つ
い
て
は
、
新
市
へ
消
防
財
産

と
し
て
引
き
継
ぎ
、
新
市
に
お
い
て
作
成
す
る
消
防
計
画
に

基
づ
き
配
置
等
を
決
定
す
る
。

(

4)

市
町
村
間
の
相
互
応
援
協
定
に
つ
い
て
は
、
一
元
化

に
沿
っ
て
統
合
、
再
編
す
る
も
の
を
新
市
で
決
定
す
る
。

19-

7
防
災
関
係
の
取
扱
い

(

1)

防
災
組
織
に
つ
い
て
は
、
自
主
防
災
組
織
を
全
市
域

に
わ
た
っ
て
組
織
で
き
る
よ
う
努
め
る
と
も
に
、
婦
人
消
防

協
力
隊
を
新
市
に
お
い
て
組
織
す
る
。
な
お
、
幼
年
消
防
ク

ラ
ブ
に
つ
い
て
は
、
現
行
ど
お
り
新
市
に
継
承
す
る
。

(

2)

地
域
防
災
計
画
に
つ
い
て
は
、
新
市
発
足
時
に
施
行

す
る
。

(

3)

広
域
（
震
災
時
）
避
難
場
所
に
つ
い
て
は
、
現
行
ど

お
り
新
市
に
お
い
て
指
定
す
る
。

(

4)

共
済
、
見
舞
金
等
は
、
新
市
に
制
度
と
し
て
存
続
す

る
。
詳
細
に
つ
い
て
は
新
市
で
整
備
す
る
。

(

5)

防
火
防
災
施
設
整
備
に
関
す
る
制
度
は
新
市
に
引
き

継
ぎ
、
補
助
基
準
や
負
担
割
合
に
つ
い
て
は
、
新
た
に
作
成

す
る
消
防
計
画
で
一
元
化
を
図
る
。

19-

8
姉
妹
都
市
等
の
取
扱
い

友
好
都
市
交
流
に
つ
い
て
は
、
相
手
の
意
向
を
確
認
し
、

新
市
に
移
行
す
る
。
ま
た
、
中
学
生
国
際
交
流
に
つ
い
て
は
、

現
行
ど
お
り
継
続
し
、
合
併
後
は
市
内
の
中
学
生
が
等
し
く

機
会
が
得
ら
れ
る
よ
う
検
討
す
る
。

19-

9
電
算
シ
ス
テ
ム
の
取
扱
い

新
市
の
総
合
行
政
シ
ス
テ
ム
に
つ
い
て
は
、
京
都
府
町
村

会
の
「
新
Ｔ
Ｒ
Ｙ
―
Ｘ
」
と
す
る
。
そ
の
他
の
シ
ス
テ
ム
に

つ
い
て
は
、
住
民
サ
ー
ビ
ス
の
低
下
を
招
く
こ
と
な
く
、
合

併
時
に
円
滑
に
稼
動
で
き
る
よ
う
調
整
す
る
。

19-

10
納
税
関
係
の
取
扱
い

(

1)

集
合
徴
収
の
対
象
税
目
は
、
市
府
民
税
、
固
定
資
産

税
（
都
市
計
画
税
を
含
む
。）
と
す
る
。
国
民
健
康
保
険
税

に
つ
い
て
は
、
資
格
、
課
税
、
収
納
を
一
体
化
し
、
税
務
事

務
か
ら
国
保
事
務
へ
移
行
す
る
。
期
割
は
10
期
（
6
月
か
ら

翌
年
3
月
）
と
す
る
。

(
2)

軽
自
動
車
税
の
集
合
徴
収
は
行
わ
ず
、
1
期
（
4
月
）

と
す
る
。

(

3)
督
促
手
数
料
に
つ
い
て
は
、
督
促
状
1
通
に
つ
き

1
0
0
円
と
す
る
。

(

4)

納
期
前
納
報
奨
金
に
つ
い
て
は
、
新
市
移
行
時
に
制

度
を
廃
止
す
る
。

(

5)

納
税
組
合
組
織
に
つ
い
て
は
、
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
保
護

の
観
点
か
ら
廃
止
す
る
。

19-

11
国
民
健
康
保
険
の
取
扱
い

(

1)

国
民
健
康
保
険
税
の
税
率
に
つ
い
て
は
、
新
市
に
お

い
て
統
一
し
、
賦
課
方
式
に
つ
い
て
は
、
四
方
式
（
所
得
割
、

資
産
割
、
均
等
割
、
平
等
割
）
か
ら
三
方
式
（
所
得
割
、
均

等
割
、
平
等
割
）
に
変
更
す
る
。
な
お
、
適
用
に
つ
い
て
は
、

平
成
18
年
度
か
ら
と
す
る
。

(

2)

国
民
健
康
保
険
税
の
納
期
、
軽
減
措
置
、
減
免
規
定

に
つ
い
て
は
、
一
元
化
の
上
、
新
市
に
継
承
す
る
。
な
お
、

納
期
に
つ
い
て
は
、
10
期
と
す
る
。

(

3)

被
保
険
者
証
に
つ
い
て
は
、
カ
ー
ド
に
一
元
化
の
上
、

新
市
に
継
承
す
る
。

(

4)

出
産
育
児
一
時
金
に
つ
い
て
は
、
3
0
0
、
0
0
0
円

と
し
、
葬
祭
費
に
つ
い
て
は
、
１
人
当
た
り
5
0
、
0
0
0
円

と
す
る
。

(

5)

保
健
事
業
の
う
ち
人
間
ド
ッ
ク
に
つ
い
て
は
、
補
助

基
準
を
一
元
化
の
上
、
新
市
に
継
承
す
る
。
な
お
、
そ
の
他

の
保
健
事
業
に
つ
い
て
は
、
医
療
費
の
適
正
化
の
た
め
に
適

切
な
保
健
事
業
を
行
う
。

19-

12
保
育
所
の
取
扱
い

(

1)

保
育
所
数
に
つ
い
て
は
、
現
行
の
ま
ま
新
市
に
移
行

し
、
合
併
後
新
市
域
全
体
で
の
保
育
所
数
、
地
域
の
バ
ラ
ン

ス
、
保
育
ニ
ー
ズ
、
幼
稚
園
と
の
関
連
（
幼
保
一
元
化
）
等

を
踏
ま
え
、
検
討
す
る
。

(

2)

保
育
料
に
つ
い
て
は
、
児
童
と
同
一
世
帯
で
生
計
を

一
に
し
て
い
る
父
母
及
び
そ
れ
以
外
の
扶
養
義
務
者
を
算
定

対
象
と
し
、
国
の
徴
収
基
準
を
基
本
に
新
た
な
基
準
額
表
に

一
元
化
す
る
。
た
だ
し
、
新
規
徴
収
額
と
現
行
徴
収
額
に
大

き
な
差
が
生
じ
る
場
合
は
、
年
限
を
定
め
て
激
変
緩
和
措
置

を
講
じ
る
。
な
お
、
新
規
徴
収
基
準
額
の
適
用
は
、
平
成
18

年
度
か
ら
と
す
る
。

(

3)

延
長
保
育
に
つ
い
て
は
、
地
域
の
状
況
に
配
慮
し
、

実
施
保
育
所
を
限
定
し
て
行
う
。

(

4)

一
時
保
育
に
つ
い
て
は
、
要
件
を
家
庭
に
お
け
る
保
育

が
一
時
的
に
困
難
な
場
合
に
限
定
し
、
地
域
ご
と
に
一
ヶ
所

以
上
の
保
育
所
で
実
施
で
き
る
よ
う
検
討
す
る
。

(

5)

障
害
児
保
育
に
つ
い
て
は
、
現
行
の
ま
ま
存
続
す
る
。

(

6)

通
所
費
補
助
に
つ
い
て
は
、
新
市
に
お
い
て
運
行
す

る
専
用
の
通
園
バ
ス
を
利
用
す
る
場
合
は
、
保
護
者
の
負
担

を
1
ヶ
月
1
人
当
た
り
2
、
0
0
0
円
と
し
、
公
共
交
通
機

関
利
用
の
場
合
は
、
定
期
代
が
1
ヶ
月
2
、
0
0
0
円
を
超

え
る
額
を
補
助
す
る
。


